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１．適用 

本仕様書は、独立行政法人水資源機構徳山ダム管理所（以下「機構」という。）が行う

「徳山ダム作業車賃貸借」に適用する。 

 

２．概要 

本件は、徳山ダム管理所が業務に使用する軽貨物自動車（新車）を賃貸借し、発注者が

所有及び使用する車両１台を引き取り、処分するものである。 

（１）賃貸借物件  軽貨物自動車 １台 

（２）履 行 期 間  契約締結の翌日から令和１２年８月３１日まで 

（３）賃貸借期間  令和７年９月１日から令和１２年８月３１日まで（６０ヶ月） 

（４）納 入 場 所  岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪３００ 

独立行政法人水資源機構 徳山ダム管理所 栄町宿舎 

（５）納 入 日 時  令和７年９月１日迄に契約車両の納入が出来ない場合は、その事由

及び納入可能年月日を申し出の上、担当職員と協議すること。 

         （なお、納期として４ヶ月程度を想定している。） 

（６）保 管 場 所  岐阜県揖斐郡揖斐川町開田４４８ 

独立行政法人水資源機構 徳山ダム管理所 

（７）使用者の住所 岐阜県揖斐郡揖斐川町開田４４８ 

及 び 名 称  独立行政法人水資源機構徳山ダム管理所 

（８）契 約 範 囲  軽貨物自動車の賃貸借（メンテナンスを含む） １台 

          下取車の引き取り・処分 １台（引き渡し場所は２．（４）に同じ） 

 

３．一般事項 

（１）賃貸借の種類 

メンテナンスリースとする。月間走行距離は、約４００km を予定しているが、実

際の走行距離にかかわらず、賃貸借料に変更はないものとする。 

（２）賃貸借に含まれる費用 

次に掲げるとおりとし、その費用を受注者が負担する。 

１）登録諸費用 

２）自動車取得税 

３）自動車税（履行期間中全額） 

４）自動車重量税（履行期間中全額） 

５）自賠責保険料（履行期間中全額） 

６）リサイクル料 

７）環境性能割 

８）自動車の納入及び返還に要する費用 



９）国産ノーマル・スタッドレスタイヤ交換（交換回数は履行期間中無制限とする

が、使用頻度より２年に１回の交換を想定。） 

10）車検等整備時の引き取り費用 

11）代車提供（２日以上の車検又は故障修理時に発注者が要求した場合） 

12）次に掲げるメンテナンス 

① ６ヶ月定期点検 

② 法定１２ヶ月点検 

③ 車検 

④ 一般整備、故障修理、消耗品（ワイパーゴム、電球類、エアクリーナ等）

の交換・補充 

⑤ エンジンオイル及びエレメント交換・補充（履行期間中、半年又は走行距

離 5,000 ㎞毎に実施） 

⑥ スタッドレスタイヤ及びノーマルタイヤの履き替え（履行期間中 11 月及

び４月を目安に交換） 

⑦ バッテリー交換（交換回数は履行期間中無制限とするが、使用頻度より２

年に１回の交換を想定。） 

 

（３）賃貸借に含まれない費用 

次に掲げるとおりとし、その費用を発注者が負担する。 

１）自動車保険料（任意保険） 

２）燃料代 

 

４．車両仕様 

  納入車１台は、標準仕様を満たす初年度登録の国産車両（右ハンドル）とし、運転操作、

点検、整備が用意であり、かつその使用に十分耐えるものとする。また、運輸省令第６７

号（以降の改正分も含む。）道路運送車両の保安基準に適合するほか、次に掲げる使用を

満たすものとする。 

（１）車両形式 

軽貨物自動車 

ただし、本参考見積において見積もる車種は、スズキ キャリイ 特装車シリーズ

ゲートリフター（車両型式：3BD-DA16T）とする。 

（２）駆動方式 

４輪駆動方式 

（３）トランスミッション 

   ＡＴ 

（４）使用燃料 



   無鉛レギュラーガソリン 

（５）総排気量 

   660cc 未満 

（６）乗車定員 

2 名 

（７）ボディーカラー 

標準色の範囲内とする。 

（８）車両寸法 

全長 3,395mm 以下、全幅 1,475mm 以下、全高 1,765mm 以下 

 （９）荷台寸法 

    長さ 1,925mm 以上、幅 1,410cm 以上、高さ（サイドゲート） 290cm 以上、 

    高さ（ゲート板） 660mm 以上 

（10）装備品 

   １）国産ノーマルタイヤ 4本 

２）パワーステアリング 

３）ＳＲＳエアバッグ（運転席／助手席） 

４）ＡＢＳ 

５）エアーコンディショナー 

６）パワーウインドウ（運転席、助手席） 

７）サイドバイザー（運転席、助手席） 

８）スマートエントリーシステム 

９）電動格納式ドアミラー 

10）ＵＶカットガラス（フロント） 

11）ＬＥＤヘッドライト 

12）ヘッドライト自動点灯消灯機能 

13）ＬＥＤ荷台作業台 

14）アイドリングストップ機能 

15）ぬかるみ脱出アシスト 

16）歩行者検知機能付き衝突回避支援システム 

17）誤発進抑制機能 

18）衝突軽減ブレーキシステム 

19）車線逸脱防止支援システム 

20）垂直式ゲートリフター（最大リフト能力 350kg） 

（11）付属品（下記以外にメーカー標準装備品がある場合は装備するものとする。） 

１）フロアーマット（運転席、助手席） 

２）防水シートカバー 



３）ドライブレコーダー（前方カメラ付） 

４）荷台用マット（ゴム製） 

５）荷台縁用プロテクター（ゴム製） 

６）荷台用スロープ式カバー 

７）ホイール付き国産スタッドレスタイヤ 4 本 

８）工具（ジャッキ・ジャッキハンドル・ナットレンチ） 

９）停止表示板 

 

５．登録手続等 

  （１）受注者は、機構の諸手続を代行するものとし、登録手続（税金、自賠責保険等を 

    含む。）下取車の手続きに要する費用及び自動車リサイクル法（平成１７年１月施

行）に伴い発生する費用は、本件に含むものとする。 

    また、下取車の自賠責保険の還付金がある場合は、機構に返納するものとする。 

  （２）所有者及び使用者については、以下のとおりである。 

    １）所有者の氏名又は名称 独立行政法人水資源機構 

    ２）所有者の住所     埼玉県さいたま市中央区新都心 11番地 2 

    ３）使用者の氏名又は名称 独立行政法人水資源機構 徳山ダム管理所 

    ４）使用者の住所     岐阜県揖斐郡揖斐川町開田４４８ 

 

６．下取車の仕様及び下取り条件等 

  （１）下取車両 

    １）自動車名 日産 ダットサントラック 

    ２）型式 Ｓ－ＢＭＤ２１ 

    ３）初年度登録年月 平成２年９月 

    ４）車検有効年月日 令和７年９月２１日 

    ５）走行距離 １３４，５４８ｋｍ（令和６年１２月１日時点） 

    ６）車体色 白 

    ７）付属品 ラジオ、エアコンディショナー、スペアタイヤ １本 

    ８）引き渡し場所 ２．（４）に同じ 

    上記下取車については、別添の車検証（写）を参照すること。 

    下取車を使用済み自動車とする場合、当該下取車の引き取りは、受注者の指定引き

取り業者にて行うものとする。また、受注者は引き取り業者に対し、車両内容等につ

いて守秘義務を負わせるものとする。 

    下取車を中古車とする場合、受注者は当該引取車の引き取り後速やかに名義変更

の手続きを行うものとする。この場合、自動車リサイクル料金は下取価格に含まれる

ものとする。 



    必要に応じて、自動車売買契約書を締結するものとし、この場合の条件等は６．（２）

のとおりとする。 

  （２）下取車引き渡しの条件等 

    １）所有権の移転等 

      受注者は、下取代金を発注が発行する納入請求書により、指定の期日までに指

定口座に納付すること。なお、納入期限は納入請求書発行後３０日以内とする。 

    ２）所有権の移転等 

      ① 名義変更等の手続き（所有者変更、登録番号変更、車庫証明、自動車税、 

       自賠責保険等）は、受注者が行うこととする。 

      ② 発注者は、下取り代金の納付を確認後、受注者が実施する名義変更等の手

続きに必要な書類を交付するものとする。 

      ③ 受注者は、車両下取り後、３０日以内に名義変更等の手続きを完了させる

こと。 

      ④ 受注者は、名義変更等の手続き完了後、当該変更手続きの完了を証明する

書類（車検証の写し等）を発注者に提出すること。 

      ⑤ 名義変更等の手続き及び引き渡しに要するすべての費用は受注者の負担

とする。 

      ⑥ 車両は現状引き渡しとし、引き渡し後の不調、故障及び損傷等についての

補償は一切行わない。 

    ３）引き渡し場所は２．（４）に同じとする。 

 

７．検査 

  ２．（４）の納入場所において発注者及び受注者立ち会いのうえ、本仕様書に基づく検 

 査及び全般的な機能の検査を行い、確認後に引き渡すものとする。なお、機構が必要と認 

 めた場合、他の検査を追加して行うことができるものとする。 

 

８．保証 

  納入車の保証期間中は、製造メーカーが発行する保証書に基づき、運転技術上の欠陥に

よる故障を除き、無償で調整・修理を行うものとする。 

 

９．暴力団関係業者の排除に関する協力 

  受注者は、業務の履行に際して、暴力団等からのあらゆる不当介入（不当要求又は業務

妨害）に対し断固としてこれを拒否し、また、不当介入を受けた場合は、速やかに発注者

に報告するとともに警察に通報し、捜査上必要な協力を行わなければならない。 

  

以上 


